
「栄養スクリーニングシート」は
必ず入院時に入力をお願いします

入院基本料の中には、入院中の栄養管理を実施することが必須
事項として含まれています。

（入院時に管理栄養士をはじめとして、医師、薬剤師、看護師、その他の医療従事者
が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順を作成する）
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必要に応じて 栄養管理計画書の作成
NST依頼、栄養指導

管理栄養士


